
 

 

 

 

 

 

 

 

大学改革この１年 
－広島大学の改革の歩み（平成２７年６月～平成２８年５月の取組）－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎ 大学の改革に向けての方向性 

 ☆ 生命・生物系分野の機能強化に繋がる教育研究組織を検討するため，「生命・生物系分野強化検討 WG」を

設置【平成 27年 6月】 

☆ 人文社会科学系・学際系分野の機能強化に繋がる教育研究組織を検討するため，「人文社会科学系・学際

系分野強化検討 WG」を設置【平成 27年 7月】 

☆ 本学の世界トップレベルの研究・教育をアピールするため，英文の「広大紹介メール」を海外に向けて発

信【平成 27年 8月～】 

☆ 中・長期的な観点に立って本学の改革を推進するため，学長の諮問機関として若手を中心とした「未来戦

略会議」を設置【平成 27年 11月】 

☆ 平成 28年度から広島地区学生への教養教育及び社会人を対象とした大学院教育の実施，大学間・産業界

等との連携による教育研究プロジェクトを実施する，東千田キャンパスに「東千田未来創生センター」が竣

工【平成 27年 12月】 

☆ 学長のリーダーシップの下で全教員が大学の教育研究に取り組む新たな体制として，全学教員組織である

学術院を設置し，全学人事委員会による教員人事の全学一元管理を開始【平成 28年 4月】 

 ☆ ダイバーシティ・インクルージョン推進の拠点として，「ダイバーシティ研究センター」を設置 

【平成 28年 4月】 

 ☆ 女性の個性と能力の十分な発揮に加えて，職場全体をより働きやすい環境に整えるため，「女性活躍推進

法に基づく広島大学の行動計画」を策定【平成 28年 4月】 

 

◎ 教育に関する取組 
☆ 外国人留学生への奨学金や日本人学生の海外留学支援金に，寄附者の芳名等を冠した「広島大学冠事業基

金」を創設【平成 27年 7月】 

☆ 中・高校生を対象に次世代の科学者養成を目的とした「日本生物学オリンピック 2015本選（広島大会）」

を総合科学部において開催【平成 27年 8月】 

☆ 教育学研究科に，これからの学校づくりの中心的役割を果たすリーダーを育成する教職開発専攻（教職大

学院）を設置【平成 28年 4月】 

 ☆ 大学院生を雇用し，教育機会を提供しながら給与を支給して経済的支援を行う「ティーチングアシスタ

ント（TA）制度」について，新たに TAを三層に区分し，業務範囲や資格要件及び報酬額を差別化した「階

層的 TA制度」を導入【平成 28年 4月】 

 

◎ 研究に関する取組 

☆ 科学技術振興機構（JST）の平成 27年度戦略的創造研究推進事業（さきがけ）の「統合１細胞解析のため

の革新的技術基盤」に，自立型研究拠点の一つであるクロマチン動態数理研究拠点が提案した「細胞多様性

決定要因の網羅解析技術の開発」が採択【平成 27年 8月】 

☆ 原爆放射線医科学研究所を中核機関として，長崎大学原爆後障害医療研究所及び福島県立医科大学ふくし

ま国際医療科学センターを構成機関とするネットワーク型の共同利用・共同研究拠点である「放射線災害・

医科学研究拠点」に認定【平成 28年 1月】 

☆ ナノデバイス・バイオ融合科学研究所が，東京医科歯科大学生体材料工学研究所を中核機関とするネット

ワーク型の共同利用・共同研究拠点である「生体医歯工学共同利用・共同研究拠点」に東京工業大学精密工

学研究所及び静岡大学電子工学研究所とともに構成機関として認定【平成 28年 1月】 

☆ 放射光科学研究センターが共同利用・共同研究拠点である「放射光物質物理学研究拠点」として認定更新。

（平成 22年 4月より継続認定）【平成 28年 1月】 

☆ 構成員からの公募により，広島大学のRU（Research University）ロゴマークを決定【平成28年2月】 

☆ ノーベル賞受賞者などの世界トップレベルの研究者による講演会「広島大学 知のフォーラム」を開催 

（第一弾：2012年ノーベル生理学・医学賞受賞 ジョン・ガードン博士，山中伸弥博士）【平成28年3月】 

☆ 博士課程学生や若手研究者のキャリア開発支援と，所属や分野を超えた産官学のつながりの形成を図るた

め，若手研究者ポートフォリオ「HIRAKU-PF」の運用を開始【平成28年3月】 



◎ 社会貢献・国際戦略に関する取組 
☆ 新たな大学間国際交流協定の締結 

・ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）【平成 27年 6月】 

・カイロ大学（エジプト）【平成 27年 12月】 

・オレンブルグ国立大学（ロシア）【平成 28年 4月】 

・国立成功大学（台湾）【平成 28年 5月】 

・CEUカルデナルヘレラ大学（スペイン）【平成 28年 5月】 

他 11大学 

☆ 新たなダブル・ディグリー・プログラムの導入 

・首都師範大学（中国）：共同大学院プログラム【平成 27年 9月】 

☆ 広島へのコンベンション誘致・開催の促進を図り，世界的なブランドイメージの向上に寄与するため，

広島市及び広島観光コンベンションビューローと「コンベンション誘致・開催のための連携・協力に関す

る協定」を締結【平成 27年 8月】 

☆ INUの学生セミナー「地球市民と平和」開催 10周年と被ばく 70周年を記念して，第 1回 INU学長サミ

ットを広島市で開催【平成 27年 8月】 

☆ 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）に，観光振興による「海の国際文化生活圏」創生

に向けた人材育成事業（代表校：広島市立大学，連携校：本学ほか県内 5大学）が採択 

【平成 27年 10月】 

☆ 本学の持つ研究成果や技術情報等シーズとのマッチングによる産学官連携強化，地方創生の積極的な推

進による地域経済の発展に貢献するため，山口フィナンシャルグループ，山口銀行，もみじ銀行，北九州

銀行と包括的連携協力に関する協定を締結【平成 27年 11月】 

☆ インドネシアにおける本学の活動拠点として，インドネシアに「広島大学 PERSADA共同プロジェクトセ

ンター」を開設【平成 28年 2月】 

☆ グローバルに事業展開している地元企業と幅広い領域での連携・協力強化を図るため，オタフクソース

（株）と包括的連携協力に関する協定を締結【平成 28年 2月】 

☆ カンボジア教育省及びミャンマー教育省と教育・学術交流を目的とした協力協定を締結 

【平成 28年 3月】 

☆ 我が国のレギュレトリーサイエンスの振興に資するため，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

と連携・協力の推進に関する基本協定を締結【平成 28年 3月】 

☆ 東広島市において大規模災害等が発生した際，被災者等の安全確保を図るため，東広島市，東広島市社

会福祉協議会と，災害時における協力に関する協定を締結【平成 28年 3月】 

☆ 交通安全問題に関する研究開発や人材育成などの連携・協力強化を図るため，福山通運株式会社との包

括的連携協力に関する協定を締結【平成 28年 5月】 

 

○ 熊本地震への対応 

☆ 医療活動支援【大学病院から，DMAT（災害派遣医療チーム）に2班8名を派遣】 

☆ 活断層調査及び被災状況調査【9班12名を派遣】 

☆ 熊本大学から罹災学生の受入れと宿舎の無償提供【特別研究学生（D1）1名を国際協力研究科で受入れ】 

☆ 罹災した世帯の学生への相談窓口を開設【39名の学生の平成28年度前期分の授業料を免除】 

☆ その他の支援活動【義援金の募金活動】 

 

○ 東日本大震災に関する対応 

☆ 福島県立医科大学からの要請による診療支援に対応するため，広島大学病院に福島医療支援センターを設

置【平成28年3月】 

 

 

◎ 病院に関する取組 
☆ 2020年東京パラリンピックへ向けての取組みとして，日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員



会が実施する「医・科学・情報サポート事業」の協力機関に選定【平成27年7月】 

☆ 複数の診療科・部の支援が必要な炎症性腸疾患（IBD）診療を集約化し，総合的に対応できる「IBDセンタ

ー」を設立【平成27年7月】 

☆ 先進的漢方治療を推進するため，「漢方診療センター」を設置【平成27年8月】 

☆ 従来の三次被ばく医療機関に代わり，全国レベルの原子力災害医療機関である「高度被ばく医療支援セン

ター」及び「原子力災害医療・総合支援センター」に指定【平成27年8月】 

☆ 県内てんかん診療ネットワークの確立を目指すため，広島県における「てんかん診療拠点機関」に指定 

【平成27年11月】 

 

◎ 管理運営に関する取組 

☆ 機能強化の方向性に応じた運営費交付金の重点支援において，重点支援③（主として，卓越した成果を創

出している海外大学と伍して，全学的に卓越した教育研究，社会実装を推進する取組を中核とする国立大学

を重点的に支援）を選択【平成 27年 6月】 

☆ 「見やすく，知りたい情報に素早くアクセスできる」をコンセプトに，情報発信力を強化するため，公式

WEBサイトトップページのデザインを一新【平成 27年 7月】 

☆ 学生及び教職員を対象に，本学が良くなるというアイディアを学長あてに提案する「アイディア募集」を

開始【平成 27年 9月】 

☆ 教員個人評価の点数化と処遇への反映を人文社会系で開始【平成 27年後期】 

☆ 本学の機能強化に向け，グローバル広報担当の学長特命補佐を配置【平成 27年 10月】 

☆ 若手教員（45 歳未満の准教授・講師・助教）のうち，１年間に執筆した論文数の多かった教員を表彰す

る Phoenix Outstanding Researcher Awardを創設【平成 27年 10月】 

☆ ノーベル賞受賞者など極めて顕著な功績等を挙げた方で，本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕

著であると認められる方に対する称号として，「広島大学特別栄誉教授」を新設【平成 27年 11月】 

☆ 本学のグローバル化を教育面・研究面から推進するため，外国人教員を教育研究評議会評議員に任命 

【平成 27年 12月】 

☆ 本学のレピュテーション向上のため，「広島大学を紹介する本」の刊行を決定【平成 27年 12月】 

☆ 法人本部棟玄関に寄贈絵画，自動演奏ピアノやベンチ等を置き，国内外からのゲストをお迎えするのにふ

さわしいエントランスとして「広島大学ギャラリーホール」を整備【平成 28年 3月】 

☆ 理事・副学長の体制強化のため，理事を１人追加して７人体制にするとともに，理事室の機能，権限及び

責任を明確化し，効率的な大学運営を行うため，教育・国際室を「教育室」と「国際室」に，学術・社会産

学連携室を「学術室」と「社会産学連携室」に分離【平成 28年 4月】 

☆ 大学が向かおうとしている方向や学長の考えなどを学生及び教職員と共有するため，「学長メッセージ」

の日本語版に加え，英語版を開始【平成 28年 4月】 

 


